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【公表日】平成28年10月6日(2016.10.6)
【年通号数】公開・登録公報2016-058
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【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/50     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月25日(2017.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胎児仮死の診断および／またはモニタリングに用いるための測定データの取得方法であ
って、妊娠母体から取得した１つまたはそれ以上の試料中の唾液中尿酸値を測定する工程
を含む、方法。
【請求項２】
　前記仮死が、子癇前症により生じたもの以外である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記母体が、胎児仮死を生じ得る状態を有すると知られていない、請求項１または請求
項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記母体が約１８歳～４０歳の間である、請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記母体が臨床上正常な血圧を有する、請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記母体が臨床上正常な尿中蛋白値を有する、請求項１から５のいずれかに記載の方法
。
【請求項７】
　前記母体が、１４０ｍｍＨｇまたはそれ以下の収縮期血圧および９０ｍｍＨｇまたはそ
れ以下の拡張期血圧を有する、請求項５または請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記母体が、２４時間尿試料中３００ｍｇ未満、好ましくは１５０ｍｇ未満の蛋白を有
する、請求項６または請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記試料中の臨床上高い尿酸値が、胎児仮死を示す、請求項１から８のいずれかに記載
の方法。
【請求項１０】
　前記尿酸値が、約２７５μｍｏｌ／ｌを上回り、好ましくは約３５０μｍｏｌ／ｌを上
回り、より好ましくは約４００μｍｏｌ／ｌを上回る、請求項１から９のいずれかに記載
の方法。
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【請求項１１】
　異なる日に取得された２つまたはそれ以上の試料、好ましくは３つまたはそれ以上の試
料、必要に応じて４つまたはそれ以上の試料中で高い尿酸値が、胎児仮死を示す、請求項
９または請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記試料が週に１回取得される、請求項１から１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記試料が妊娠第２０週より出産まで取得される、請求項１から１２のいずれかに記載
の方法。
【請求項１４】
　前記試料が舌下腺唾液である、請求項１から１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記仮死が、ＨＥＬＬＰ症候群、子癇、妊娠性糖尿病、妊娠性高血圧、前期破水、癒着
胎盤および子宮内胎児発育遅延の１つまたはそれ以上を示す、請求項１から１４のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１６】
　胎児仮死の指標としての、母体唾液中尿酸値の使用。
【請求項１７】
　ＨＥＬＬＰ症候群、子癇、妊娠性糖尿病、妊娠性高血圧、前期破水、癒着胎盤および子
宮内胎児発育遅延の１つまたはそれ以上の指標としての、請求項１６に記載の母体唾液中
尿酸値の使用。
【請求項１８】
　前記胎児仮死が子癇前症により生じたものでない、請求項１６または１７に記載の使用
。


	header
	written-amendment

